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農林水
産業費

農業費
項

農業振興費 農政推進対策費
番号 事業名

事 業
期 間

令和 7年度～ 根 拠
法 令

埼玉県農林水産業振興条例第７条第１項

款

針路 12
令和 8年度 分野施策 1202

１　事業概要 ５　事業説明

SDGsｺﾞｰﾙ
SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

2,8,9,12,13,15
2-1,2-2,2-a,2-b,2-c,8-1,8-6,8-7,8-8,8-9,8-10,8-a,8-b,9-2,9-3,9-5,9-a,9-b,9-c,12-1,12-2,12-5,12-6,12-7,12-a,12-b,12-c,13-1,13-3,13-a,13-b,15-3,15-6,15-7,15-9,15-a,15-b,15-c

　「埼玉県農林水産業振興条例」では、本県農林水産業
の持続的発展及び県民の豊かな生活の向上に寄与するた
め、関連施策を総合的かつ計画的に推進することを目的
とした基本計画を策定することとしている。
　現行の基本計画が令和7年度で終期を迎えるため、
次期計画(令和8年度～令和12年度)を策定する。

　埼玉県農林水産業振興基本計画策定事業
　事務費の節減による減　　　　　　△457千円

（１）事業内容
　　　埼玉県農林水産業振興条例第7条第1項に基づく基本計画を策定する。
　　　・懇話会の開催
　　　・県域団体(農林水産業団体)との意見交換会の開催
　　　・地域団体(市町村やＪＡ等)との意見交換会の開催

（２）事業計画
　　ア　実施時期
　　 (ｱ)　懇話会(2回)　令和7年8～12月頃
　　 (ｲ)　県域団体(農林水産業団体)との意見交換会(1回)　令和7年10～11月頃
　　 (ｳ)　地域団体(市町村やＪＡ等)との意見交換会(2回)　令和7年10～11月頃
　　 (ｴ)　計画策定　令和8年3月
　　イ　次期計画の期間
　　　　令和8年度～令和12年度

（３）事業効果
　　　基本計画に基づく関連施策の総合的かつ計画的な推進により、本県農林水産業の持続的発展及び県民の
　　豊かな生活の向上が図られる。
　　　【活動指標(アウトプット)】
　　　　・懇話会委員からの意見聴取(2回)
　　　　・県域団体(農林水産業団体)との意見交換(1回)
　　　　・地域団体(市町村やＪＡ等)との意見交換(2回)
　　　【成果指標(アウトカム)】
　　　　・本県の農林水産業の持続的発展及び県民の豊かな生活を実現する。
　
（４）県民・民間活力・職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況
　　　懇話会は、学識経験者、消費者団体、農林水産業者、県民(公募)等で構成予定である。
　　　また、農林水産業団体や市町村、ＪＡ等と意見交換を行うなど、関連団体と連携して計画を策定する。

２　事業主体及び負担区分
(県10/10）

３　地方財政措置の状況
なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×1.8人＝17,100千円
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決定額 △457

現計額 945 945

― 農林部 2 ―

儲かる農林業の推進

△457 488

強みを生かした収益力のある農業の確立



 

事業名

単位事業名 予算額 △ 457千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 補正予算額 対前年度増減額

一般財源 △457 ―

合計 △457 ―

　
○歳出 （単位：千円）

節 補正予算額 対前年度増減額

報償費 △75 ― 執行節減による減

旅費 △181 ― 執行節減による減

需用費 △76 ― 執行節減による減

使用料及び賃借料 △125 ― 執行節減による減

合計 △457 ―

事業内訳書

埼玉県農林水産業振興基本計画策定事業

埼玉県農林水産業振興基本計画策定事業

主な内容

主な内容


